
京都市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和２年３月３１日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市職員安全衛生規則の一部を改正する規則 

 京都市職員安全衛生規則の一部を次のように改正する。 

第１９条第１項各号列記以外の部分及び第２０条第１項第３号中「第１３条第１項第２

号」を「第１３条第１項第３号」に改める。 

第２９条中「３月ごとに」を「調査し，及び審議する事項がない月を除き，毎月」に改

める。 

第３０条を次のように改める。 

第３０条 削除 

第３１条中「及び常任委員会」を削る。 

第３２条中「及び常任委員長」を削る。 

第３３条中「又は常任委員長」を削り，「調査」を「調査し，」に改める。 

第３４条中「又は常任委員会」を削り，「調査」を「調査し，」に改める。 

   附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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